
平成31年度 業務改善助成金のご案内
～交付申請の受付は令和２年１月３１日まで～

『業務改善助成金』は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援することで、
「 事業場内最低賃金（事業場内で最も低い賃金）」の引上げを図るための制度です。

◆ 過年度に業務改善助成金を受給したことのある事業場であっても、助成対象となります。
◆ 「人材育成・教育訓練費」「経営コンサルティング経費」も設備投資などに含まれるため、助成対象となります。
◆ この助成金上の事業場内最低賃金は、雇入れ後6か月を経過した労働者を基準に定めていただきます。

ご留意頂きたい事項

事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、10万円以上の
設備投資（機械設備、POSシステム等の導入）などを行った場合に、
その費用の一部を助成します。 ※「設備投資など」の具体例は裏面を参照してください。

助成金の
概要

概 要

（※２）ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類か
ら算出した、労働者１人当たりの付加価値をいいます。
助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性
と、その３年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、
伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給
されます。

◆ 業務改善助成金の申請・支給の窓口は、群馬労働局雇用環境・均等室です。
所在地：〒371ー0805 前橋市大手町２－３－１ 前橋地方合同庁舎８階 ☎027－896－4739

申請先

◆ 「群馬働き方改革推進支援センター」に、お気軽にお問い合わせください。
所在地：〒371ー0846 前橋市元総社町528－9 群馬県社会保険労務士会 ☎0120－486－450

お問い合わせ先

コース 引き上げる
労働者数

助成
上限額 助成対象事業場 助成率

３０ 円コース

１～３人 ５０ 万円 事業場内最低賃金と地域別最低
賃金の差額が30円以内

及び
事業場規模30人以下の事業場

（法人全体でも、中小企業事業
主であることが必要です。

（※１））

３／４

生産性要件を満たした場合は
４／５ (※２)

４～６人 ７０ 万円

７人以上 １００ 万円

◆ 交付要綱・交付要領・申請書等については、厚生労働省のホームページに掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/
shienjigyou/03.html

申請書類

（※１）中小企業事業主とはＡまたはＢの要件を満たす事業主です。

業種 Ａ．資本または出資額 Ｂ．常時使用する労働者

小売業
（飲食店を含む）

5,000万円以下 50人以下

サービス業 5,000万円以下 100人以下

卸売業 1億円以下 100人以下

その他の業種 3億円以下 300人以下



群馬労働局

～・業務改善助成金の活用事例・～

～・申請手続きの流れ・～

① 助成金交付申請 (令和2年1月31日まで）

② 助成金交付決定

中小企業 労働局

③ 事業実績報告

④ 助成金額の確定通知

⑤ 助成金の支払い請求

⑥ 助成金の支払い

⑧ 消費税仕入控除額報告 （不要の場合もあり）

⑦ 状況報告

※賃金引き上げは①の申請後、かつ、③の報告前までに行って下さい。
※設備投資等及び経費の支払いは②の交付決定後、かつ、③の報告前までに行って下さい。
※⑦⑧は順不同
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